
 

 

 

 

公的年金制度及び公的年金業務に対する 

理解と協力を求める取組 



Ⅰ．公的年金制度及び公的年金業務に対する理解と協力を求める取組の基本方向 
 
 
 

 ① 公的年金制度は国民生活の安定の基盤となる制度であり、その安定的な運営のためには、公的年金制度及び公

的年金業務に対する国民の皆様の理解と協力は極めて重要であると考えている。 

   このため、教育現場や地域、企業に向けて、公的年金制度の意義や内容を正しく理解してもらうための取組を

進めるとともに、関係機関・団体との連携強化（ネットワーク構築）により、関係機関・団体を通じた啓発等に

取り組んでいく。 

 

 ② 上記の取組を進めるに当たっては、特に、年金事業に関する国民の皆様の理解を高めるための啓発や、被保険

者、受給者からの相談、助言等の活動を行う年金委員の役割が重要であり、その活動支援を強化する。 

 

 ③ 併せて、ホームページの効果的な活用により、積極的で分かりやすい情報発信の充実に努める。 
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Ⅱ.年金委員活動への取組み 

 

１ 年金委員の状況 

 ○ 年金委員は、年金事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに年金事業に関する事項につき被保険者

又は受給権者からの相談に応じるとともに、これらの者に対する助言等の活動を行うために、厚生労働大臣が委嘱する

こととされている。（日本年金機構法第 30 条） 

 ○ 活動範囲により「職域型」と「地域型」の２つに区分され、「職域型」は主に厚生年金保険の適用事業所内、「地域

型」は自治会などにおいて活動していただいている。 

 

※ 年金委員委嘱数（平成 23 年 3 月末時点）：約１２７千人   

 うち、職域型：約１２１千人 （平成１８年３月末 社会保険委員数：約１７８千人） 

 地域型：約  ６千人 （平成１８年７月末 国民年金委員数：約 １３千人） 

２ 年金委員活動の活性化に向けて（取組み状況及び予定） 

（１）「取組み方針」の制定（年金局長通知） 

  ○ 平成 22 年 7 月に制定し、年度毎に重点活動を提示。 

  ○ 平成 23 年度の重点活動は、「ねんきんネットの周知」等。 

 

（２）研修の実施 

   ○ 年 3 回程度の研修を各地で実施。 
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（３）機構ＨＰの「年金委員のページ」の開設 

   ○ 年金委員の概要や、資料（ねんきんネット、記録問題、震災特例）を掲載し、委員の活動のツールとしても活用

できるようにしている。また、開設後１年を経過したこともあり、近々に「年金委員のページ」をリニューアルし、

分かりやすさや、情報の更なる充実を図ることとしている。 

 

（４）啓発、周知材料の作成 

   ○ 地域（学校、自治体、企業）で、年金委員や事務所職員が、年金制度の周知を行う際に活用する材料（パンフレ

ット）を 23 年度中に作成。 

   （注１）材料のイメージ 

      ・ 高校生、大学生向けに公的年金制度の意義、役割を説明しつつ、納付意欲を醸成するもの。 

      ・ 退職者向けに、年金の請求手続きや再就職の際の加入手続（健康保険を含む）を説明するもの。 

   （注２）年金広報予算 

      ・ 行政刷新会議「事業仕分け」により、費用対効果がないなどとして予算は廃止。（このため、印刷経費の

計上は困難であり、当面機構ホームページへ掲載し、必要に応じ各事業所で印刷） 

   （注３）年金教育との関係 

      ・ 従来は、年金教育として、各県単位で旧都道府県社会保険事務局と教育サイドが連携し、3 割近い学校で

「年金セミナー」を実施（有償の年金教育推進員が講師）していたが、年金教育については、学校教育のカ

リキュラムの一環として行われるべきものとの観点から行政刷新会議「事業仕分け」により予算は廃止。（こ

のため、事務所職員自ら又は年金委員に依頼し展開） 

 

（５）事務所の取組み事例集の作成と取組み促進 

○ 年金委員活動をはじめ地域での取組みについて、23 年度中に各年金事務所の事例を収集・評価し、優良事例を

全国へ紹介する。 
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○ また、各年金事務所の取組みを促進するため、各ブロック本部主体の包括的予算の創設や、各ブロック内で強

化事務所設置。（ブロック毎に２ヶ所。特定業務契約職員を配置）を行う。（２４年度予算要求） 

 

（６）県代表事務所の体制強化 

    ○ 年金委員活動の支援のため、各県代表事務所に特定業務契約職員 1名を配置。（24 年度予算要求） 

 

（７）表彰 

    ○ 平成 23 年度から表彰を実施（理事長表彰、ブロック本部長表彰）。なお、厚生労働省年金局に対しては、厚生

労働大臣表彰の創設を要望。 

 

（８）年金委員委嘱事務手続きの簡素化 

    ○ 年金委員の委嘱事務は、地方厚生（支）局が行うが、「手続きが煩雑」「地方厚生（支）局毎に判断がマチマチ」

との現場の声があり、また手続きの問題で、職域型委員の辞退が生じるケースもあり、具体的な手続き簡素化を

平成２３年８月に年金局へ要望。 

 

 

 

 
-4-



Ⅲ．日本年金機構ホームページによる情報発信の取組み 

 

①年金Ｑ＆Ａコーナー  
各種Ｑ＆Ａを集約して掲載しており、各質問に、役に立っ

たか否か・同Ｑ＆Ａへのご意見などのアンケート機能を設置

し、同意見を踏まえ、Ｑ＆Ａコーナーの充実を図っています。

④きっずぺーじコーナー  
子供(小学校高学年以上対象)が楽しく年金制度を学

習できるよう、クイズやパズルなども取り入れ、アニメ

ーションにより分かり易く制度を説明しています。 

⑤機構twitter(ﾘﾝｸ)コーナー  
情報発信手段の一つとして、お客様のニーズが

高そうな情報や、周知する必要のある情報を掲載

し、ＨＰの詳細説明ページへ誘導しています。

②ねんきんネットコーナー  
ユーザＩＤを取得することで、いつでも簡単にご自身の

年金記録が確認できるサービスです。平成23年10月末か

らは、年金見込額試算の機能追加を予定しています。 

※ ＨＰ再構築への取組みについて 
 
  お客様の利便性追求、コールセンターや年金事務所への照会件数の減少、経

営目標の反映等を備えた新しいホームページを構築するため、機構内にＨＰ構
築作業チームを編成し、また、ウェブサイト制作の専門知識を有する業者を活
用して、平成24年3月末を目途に当機構ＨＰ再構築を完了させる予定です。 

 （最も効果的なデザインや構成等を取り入れ、かつ利用者側の見易さに配慮し
たＨＰへの再構築に取り組んでいます。） 

③私の年金が知りたい・年金のことが知りたいコーナー 
“私の年金が知りたい”では、現役加入者・受給者・事業主といった対象者

別に入口を設け、関係する制度や手続きなどの説明ページに誘導しています。

“年金のことが知りたい”では、各制度名やキーワードを表示して、直接、

その制度等に関する説明ページに誘導しています。（両コーナーから辿り着く制

度説明ページは同じページです。） 

加えて、各種制度に関するパンフレットも掲載しており、年金制度の主な概

要については、このコーナー内で確認が可能としています。 
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①年金Ｑ＆Ａコーナー（Ｑ＆Ａページ(アンケート機能)） 

 

②ねんきんネットコーナー（年金記録照会） 
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③”私の年金が知りたい”・”年金のことが知りたい”コーナー 

（対象者別ページ：年金に加入している方） 

 

 

 （制度説明ページ） 
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④きっずぺーじコーナー 

 

⑤日本年金機構twitter（プロフィールページ） 
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Ⅳ．「ねんきん月間」のお知らせ（プレスリリース案）



 
 

 

         Press Release 
                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 

報道関係者 各位 

「わたしと年金」エッセイ募集 

 

日本年金機構は、厚生労働省と協力して、11 月を「ねんきん月間」と位置付け、国民の皆

さまに年金制度に対する理解を深めていただくため、公的年金制度の普及や啓発活動を展

開し、全国各地で年金出張相談などを開催します。 

 そこで、本日より９月末まで、広く国民の皆さまから公的年金制度との関わりについてのエ

ッセイを募集いたします。年金制度の意義や、公的年金制度と国民の皆さま方との結びつき

などについて、皆さまと一緒に考えていきたいと思いますのでふるってご応募ください。 

 

【テーマ】 

応募者ご自身や、ご家族などの身近な方と公的年金制度との関わりについて、「わたし

と年金」をテーマにしたエッセイ 

※ 公的年金の大切さ、公的年金との関わり、または社会保障としての公的年金の意義

などに関するエピソードを盛り込んでください。 

【発表】 

  最優秀作品をはじめとする優秀作品につきましては、１１月下旬に日本年金機構ホーム

ページに全文を掲載することで発表いたします。 

   

詳細につきましては、日本年金機構ホームページをご覧ください。 

平成２３年６月２０日 

（照会先） 

サービス推進部  

サービス推進グループ長 上野 太美夫 

サービス推進グループ 森岡 宣章 

（電話直通 ０３－６８９２－０７４７） 

経営企画部広報室 

（電話直通 ０３－５３４４－１１１０）        
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平 成 2 3 年 ６ 月  

 

「わたしと年金」エッセイ募集 

 

 日本年金機構は、厚生労働省と協力して、11 月を「ねんきん月間」と位置付

け、国民の皆さまに年金制度に対する理解を深めていただくため、公的年金制

度の普及や啓発活動を展開し、全国各地で年金出張相談などを開催します。 

 そこで、広く国民の皆さまから公的年金制度との関わりについてのエッセイ

を募集し、年金制度の意義や、公的年金制度と国民の皆さま方との結びつきな

どについて、皆さまと一緒に考えていきたいと思います。ふるってご応募くだ

さい。 

 

【テーマ】 

  応募者ご自身や、ご家族などの身近な方と公的年金制度との関わりについて、

「わたしと年金」をテーマにしたエッセイ 

※ 公的年金の大切さ、公的年金との関わり、または社会保障としての公的

年金の意義などに関するエピソードを盛り込んだ内容としてください。 

 

【応募資格】 

  一般、学生・生徒（中学生以上） 

  ※ 日本年金機構の職員はご遠慮ください。 

 

【応募要領】 

① 郵送または電子メールで、日本年金機構「わたしと年金」担当あてご提出

ください。 

・日本語で 1,000～2,000 文字以内とし、400 字詰め原稿用紙の場合、3

枚から 5 枚、word 文書形式による場合は、原稿横書き（A４版、４０字

×３５行）としてください。 

・氏名、ふりがな、年齢、性別、住所、電話番号、職業または所属（会社名、

学校名等）を明記してください。 

② 内容は未発表のものに限ります。 

 

 

別紙１（ＨＰ掲載文） 

 
 

【応募締切】 

２０１１年（平成２３年）９月３０日（金）（当日消印有効） 

 ※ 電子メールによる提出は、当日午後 6 時まで。 

 

【提出先・お問い合わせ先】 

〒168-8505 東京都杉並区高井戸西 3-5-24 

    日本年金機構 サービス推進部 サービス推進グループ 

「わたしと年金」担当まで 

電話：03-5344-1100 

※ 電子メールアドレス  watashito-nenkin@nenkin.go.jp 

 

【賞】 

最優秀賞「日本年金機構理事長賞」  １名 

優秀賞               ２名 

入選               若干名 

 

 受賞者に対しましては、表彰状の授与並びに記念品を贈呈いたします。 

 

【発表等】 

・日本年金機構ホームページに、最優秀賞をはじめとする優秀作品を全文掲載

することで発表します（１１月下旬予定）。その他、日本年金機構が発行す

る刊行物への掲載等を行う予定です。 

・入賞作の著作権は日本年金機構に帰属いたしますが、内容は本人の責任とし

ます。応募作品は返却いたしません。 
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Ⅴ．アニュアルレポート 2010 を活用した年金制度啓発の取組 

 
○これまでの運営評議会において、 
・アニュアルレポートに、「年金制度そのものの説明や制度の将来がどうなるのかといったことを取り上げた専門家と座談会」を

掲載するなどの方法で、年金制度の広報が出来るのではないか。 
・アニュアルレポートの活用や関係団体を通じて、「年金制度を破たんさせないための」メッセージを積極的に発信していくべき。 
といった「アニュアルレポートを年金制度広報に効果的に活用すべき」とのご指摘をいただいた。 

 
 
○こうしたご指摘を踏まえ、平成 23 年 10 月に公表した「アニュアルレポート 2010」では、「年金制度をお客様に身近な形でわ

かりやすくご説明する」というテーマで特集を組み、以下のような内容を盛り込んだ。 
 
・大学生と理事長とのインタビュー 

 若い世代が持つ素朴な疑問や意見を理事長にぶつけてもらい、お客様によりわかりやすい形で年金制度を説明する。 
 

・年金はいつの時代も国民の生活を守るセーフティネット 

 国民皆年金のスタートから 50 年の節目に当たり、これまでの年金制度の軌跡を説明。さらに、国民年金のメリットを掲載。 
 

・太郎・花子夫妻 年金でたどる人生行路 

 「年金制度は身近で人生に関わりのあるもの」と感じていただけるよう、１組の架空の夫婦を設定し、ライフステージとその

時々における年金制度の説明や手続きを“すごろく”形式で紹介。 
 

・年金もの知り話 

 年金の手続きの中でも、特にお客様にお伝えしたい年金制度のしくみや手続きを、登場人物の問答形式で説明。 
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 参考資料 

年金広報・年金教育に関するこれまでの運営評議会における指摘事項（議事要旨より抜粋） 

 

【第１回】（平成 22 年２月 23 日開催） 

○ 年金制度は破たんするのではないかという風潮がある。納付率の向上のためには、制度に関する広報が必要ではないか。特に、

学生など若い世代に制度を理解してもらう努力が必要ではないか。 
 
○ 天引きについても、「受給者から勝手に取ってけしからん」といった風潮があるが、徴収する側の人件費も削減できるし、納める

側も手間が省ける合理的な制度。理解を得るためのＰＲが必要ではないか。" 
 

【第２回】（平成 22 年６月 24 日開催） 

○ 20 歳になった方へ送る国民年金の加入案内をぜひわかりやすくしてほしい。また、この際の案内の中に遠い老後にもらう老齢基

礎年金についての説明だけではなく、障害年金のことについての説明も入れてもらいたい。 
 
○ 20 歳になった方への国民年金の加入案内には、総合パンフレットに記載されているような「国民年金のメリット」を理解できる

リーフレット等も同封してほしい。年金制度を理解することで、若い世代が保険料を払おうという意識が高まるのではないか。 
 
○ 年金委員、年金受給者協会などと連携して、年金についての啓蒙活動をしてはどうか。年金制度はとても難しく、正しく理解さ

れていない面もある。年金制度が破たんするという誤解をしている人も多いため、これが「保険料を支払わない」という風潮につ

ながっているようにも思われる。「制度はきちんと確立されている」ことなどをもっと PR してみてはどうか。 
 
○ 年金委員の活動方針がなかなか決定されない。年金委員として活動するには、素質、資質を向上するための指導も必要なではな

いか。早く方針・体制を整備してほしい。 
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【第３回】（平成 22 年９月 29 日開催） 

○ 国民年金保険料の納付率が低水準にとどまっている理由の一部には、「将来年金はいらないから保険料も払いたくない」という人

がいることや、「政府が年金制度を一元化し、税制の抜本改革をして月額７万円の最低保障年金を創設すると発表したため、今納

めても無駄になる」と誤解している人がいることがあるのではないか。また、保険料の延納ができるということで、特に若い人は

「今納めなくても後で納めればいい」と考えている向きもあり、納付率の低下を招いているのではないか。年金委員を使うなどし

てもっと年金の啓発活動が必要ではないか。 
 
○ 保険料を払わなかったらどういう不利益があるのか、を端的に説明する必要があるのではないか。また、戸別訪問で督促する際

にも、なぜ保険料を納めなければならないかなど丁寧な説明をして、年金に対する理解を深めてもらう必要がある。" 
 

【第４回】（平成 22 年 12 月７日開催） 

○ 年金行政の所掌は「制度が厚生労働省、業務運営が機構」と異なっているが、一般の国民の皆さんはそれを知らないため、制度

に関する意見や苦情などが機構に来てしまうのではないか。一般の人が年金について知らない、ということが問題の根底にあるの

では。保険料や国庫負担、一元化といった話題も含め、年金制度について国民の皆さんに分かりやすくアピールする必要があるの

ではないか。 
 
○ 機構でできる広報という意味では、例えばアニュアルレポートの概要版に、「年金制度そのものの説明や制度の将来がどうなるの

かといったことを取り上げた専門家との座談会」の記事を掲載すると言ったことが考えられるのではないか。専門家の間では、2004
年の年金制度改正である程度の道筋がついていることは知られているが、一般の人は知らないので、そこをわかりやすく伝えるこ

とが重要。 
 
○ 先ほど文部科学省に年金教育を行うよう働き掛けていきたいという話が出たが、実際には年金などの基本的事項をその分野の専

門家でなく、学校の先生が教えるのは難しいのではないか。年金教育については、一刻も早く取り組んだ方が良いし、専門家が教
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えないという前提で議論されているとしたら課題である。 
 
○ 年金教育は、高校を卒業する前に社会人としての常識をどう教えるかという問題と結びついている。政府としても、それについ

ての大きなヴィジョンが描けていない状況。 
 
○ 年金教育に限らず、年金の広報についてはあらゆる手段を尽くして、全国民に安心感を持ってもらえるようなＰＲをしてほしい。 
 
○ 教科書に社会保障制度に関する事項を載せてもらうことは非常に重要。学習指導要領の改訂時に働きかけてはどうか。年金制度

や消費者問題などについては、あまり教育を受ける機会がないが、生きていく上で必要な知識。こういった教育は重要なので、ぜ

ひ掲載していただきたい。しかも、教科書への掲載は予算がなくてもできる。 
 
○ 年金教育を実施する時期は、中学校では少し早過ぎる。最も適切な時期は高校だろう。しかし、現在の高校のカリキュラムは細

分化されているので、「現代社会」を選択しないと教育を受ける機会がない。 
 

【第５回】（平成 23 年２月 21 日開催） 

○ 国民年金の納付率が低下している背景には、制度に対する不信感・不安感があると思う。機構の分析では、納付率低下の要因に、

団塊の世代が受給者世代に差し掛かったことや記録問題に人員を割いたこと、業者との連携が不足していたことが挙げられていた

が、根本には税金で年金がもらえるのではないかなどの誤解があるのではないか。これを何とかしないと納付率は上がらないので

は。現在、新しい年金制度が話題になっているが、財源もはっきりしないし、一方では現在の年金制度の支給年齢引き上げといっ

た話も出ている。「保険料を払わないと、たとえ制度が変わっても年金はもらえない」ともっとはっきりと訴える必要があるので

はないだろうか。アニュアルレポートの活用や関係団体を通じて、「年金制度を破たんさせないための」メッセージを積極的に発

信していくべき。 
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○ 機構そのものが国の下のある機関なので、そういうメッセージを直接的に打ち出すのは難しいかもしれないが、全体としての年

金制度に対する信頼確保、回復に向けた取り組みについてはぜひお願いしたい。 
 
○ かつて年金委員は、年金事務所とのつながりがしっかりとあったが、機構が設立して以後、この関係が希薄化した感がある。年

金委員を委嘱した以上は、研修の実施など委員の資質向上に継続的に取り組むとともに、年金委員との協調をより深めて、有効活

用してほしい。 
 
○ また、機構設立以後、お客様へのサービス向上に終始した印象だが、未加入者の解消や納付率の向上が本質的な課題のはず。ど

うしても保険料を支払っていただけない方には強制執行等をしない限り、外部委託などを行っても対応できないのではないか。不

公正・不公平をなくすには、強制的に対応することも必要であるし、そうしないと年金制度に対する不信感がぬぐえないのではな

いか。 
 

【第６回】（平成 23 年６月 22 日開催） 

○ 未納・未加入は社会保険制度の根幹を揺るがす問題だが、それらも無関心・無頓着から発生している気がする。いっそ、「保険料

を払わない人には年金は支給されない」といった正確な情報を国民に理解させる取り組みが大事。制度への加入を徹底しなければ、

年金制度への不安はいつまでも解消されないだろう。 
 
○納付率低迷の要因の一つには、国民への啓発活動が足りないことがあるように思う。年金委員や受給者協会を使って、啓発活動を

行う予定はないのか。 
 
○ 一般の人は、現年度納付率、過年度納付率という言葉自体をほとんど知らないので、納付率の詳しい状況が理解できていないの

ではないか。新聞などでも「納付率が 6 割を切った」という報道がされるので、「こんなに皆が払っていないなら将来どうなるか

わからない」という意識が強化されてしまう。これでは、機構がいくら頑張っても納付率の回復は難しい。もっと国民に分かりや
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すい広報をしていく必要がある。 
例えば、年金委員を使って成人式で国民年金を PR してはどうか。年金委員も委嘱された後、何をすればいいのかわからなくて悩

んでいるのではないか。 
 
○ ①優良納付者といわれる方がこれから受給者側にまわっていくこと、②最低保障年金や年金額カットといった制度見直しの議論

は、「年金の保険料は払わなくてもいい」というメッセージにも受け取れてしまうという状況の中で機構がいくら頑張っても納付

率向上はなかなか厳しい、と思っている。 
また、事業仕分けで広報予算がないというのも政策全体の整合性を欠いているように思う。こういった難しい状況の中ではあるが、

機構には何とかご尽力いただくよう切に希望したい。" 
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